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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹脂、ガラスまたは水晶からなる第１の部材および樹脂、ガラスまたは水晶からなる第
２の部材を接合する方法であって、
　両部材の接合面の少なくとも一方に紫外線またはプラズマを照射して表面改質し、
　前記照射後、両部材の間にベタイン構造単分子を配置し、
　両部材の前記接合面同士を接触させ、
　両部材の前記接合面を加熱および加圧することを特徴とする部材の接合方法。
【請求項２】
　前記接合面の加熱および加圧を真空中で行うことを特徴とする請求項１に記載の部材の
接合方法。
【請求項３】
　前記ベタイン構造単分子は、
　慣用名では、グリココールベタイン、α-アールレイン、ロラミンAMB-13、ルブリンC、
アブロミン、グリシルベタイン、トリメチルグリココール、オキシニューリン、オキシノ
イリン、グリシンベタイン、リシン、トリメチルグリシンから選択された少なくとも一つ
であり、
　体系名では、2-(トリメチルアミニオ)酢酸アニオン、N,N-ジメチル-N-(カルボキシラト
メチル)メタンアミニウム、トリメチルアミニオアセタート、N,N,N-トリメチルアミニオ
アセタート、カルボキシラトメチルトリメチルアミニウム、カルボキシラト-N,N,N-トリ
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メチルメタンアミニウム、N,N,N-トリメチルカルボキシラトメタンアミニウム、(カルボ
キシラトメチル)トリメチルアミニウム、N,N-ジメチル-N-カルボキシラトメチルメタンア
ミニウム、α-カルボキシラト-N,N,N-トリメチルメタンアミニウム、2-オキソ-2-オキシ
ラト-N,N,N-トリメチルエタンアミニウム、N,N,N-トリメチル-2-オキシラト-2-オキソエ
タンアミニウム、(トリメチルアミニオ)酢酸アニオン、(トリメチルアミニオ)アセタート
、カルボキシラトメチルトリメチルアンモニウム、(2-オキソ-2-オキシラトエチル)トリ
メチルアミニウムから選択された少なくとも一つであることを特徴とする請求項１に記載
の部材の接合方法。
【請求項４】
　前記紫外線の波長は、２００ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１に記載の部材の
接合方法。
【請求項５】
　前記加熱温度は、５０～１５０℃であることを特徴とする請求項１に記載の部材の接合
方法。
【請求項６】
　前記加圧力は、１～１０ＭＰａであることを特徴とする請求項１に記載の部材の接合方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、樹脂、ガラスおよび水晶から選択される異種または同種の部材を、
接着剤層を有することなく接合させた光学素子、及びその接合方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、光学特性の異なる複数の部材を接着剤にて接合した光学素子が広く知られて
いる。しかしながら、部材間に介在する接着剤層によって光学素子の強度が低下したり、
部材の有する光学特性が損なわれたりする問題があった。
【０００３】
　これに対して、特許文献１に示すように、樹脂と樹脂もしくは樹脂とガラスからなる第
一及び第二のワーク同士を貼り合わせる方法であって、両ワークの貼り合わせる面の少な
くとも一方に紫外光を照射し、光照射後、両ワークの上記貼り合わせる面同士が接触する
ように積層し、両ワークを、その接触面が加圧されるように加圧し、加圧を解除後、両ワ
ークを加熱するワークの貼り合わせ方法が知られている。この方法によれば、接着剤を用
いずに両部材を直接接合することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５１５２３６１号公報
【特許文献２】特開２０００－２１２０７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１のワーク貼り合わせ方法では、密着性が小さく、接合面に紫
外光を照射し、面同士が接触するように積層し、両ワークをその接合面が加圧されるよう
に加圧し、両ワークを加熱するというように連続して複数の工程を行うため、ワーク同士
の隙間に気泡が混入してしまう可能性がある。
【０００６】
　また、上記複数の工程を行う際に、それぞれの装置内にワークを移動させることが必要
となり、ワーク同士の位置がずれてしまう可能性がある。
【０００７】
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　ところで、従来から、ベタイン構造単分子の一種であるトリメチルグリシン等は、おむ
つの吸収剤や、特許文献２の段落００４６に記載されているように化粧品のパックなどの
保湿成分などに用いられている。本発明者らが鋭意研究したところ、このベタイン構造単
分子は、数多くの樹脂、ガラス、金属等の物質でも接合することを見出した。
【０００８】
　本発明は上記状況に鑑みてなされたものであり、接着剤を用いずに部材同士を直接接合
させる接合方法であって、かつ、複数の工程を経る間に部材同士の位置がずれることを抑
制し、また、接合面に気泡が入ることを抑制する部材の接合方法を提供することを目的と
している。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、ベタイン構造単分子を、表面改質したフィルム、ガラス等に塗布し、最
適な気圧（真空度合）、気温、圧力等の環境下におくことで接合させ、様々な光学素子を
作製することを見出した。また、両接合部材の加熱および加圧を真空下で行うことで、部
材同士の密着性を高め、部材間に混入する気泡を低減することができ、複数の部材を高い
精度で位置合わせすることができることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１０】
　すなわち、請求項１に記載の発明は、樹脂、ガラスまたは水晶からなる第１の部材およ
び樹脂、ガラスまたは水晶からなる第２の部材を接合する方法であって、両部材の接合面
の少なくとも一方に紫外線またはプラズマを照射して表面改質し、照射後、両部材の間に
ベタイン構造単分子を配置し、両部材の接合面同士を接触させ、両部材の接合面を加熱お
よび加圧することを特徴とする部材の接合方法である。
【００１１】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の接合方法において、接合面の加熱および加
圧を真空中で行う部材の接合方法である。
【００１２】
　請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の接合方法において、ベタイン構造単分子が
、慣用名では、グリココールベタイン、α-アールレイン、ロラミンAMB-13、ルブリンC、
アブロミン、グリシルベタイン、トリメチルグリココール、オキシニューリン、オキシノ
イリン、グリシンベタイン、リシン、トリメチルグリシンから選択された少なくとも一つ
であり、体系名では、2-(トリメチルアミニオ)酢酸アニオン、N,N-ジメチル-N-(カルボキ
シラトメチル)メタンアミニウム、トリメチルアミニオアセタート、N,N,N-トリメチルア
ミニオアセタート、カルボキシラトメチルトリメチルアミニウム、カルボキシラト-N,N,N
-トリメチルメタンアミニウム、N,N,N-トリメチルカルボキシラトメタンアミニウム、(カ
ルボキシラトメチル)トリメチルアミニウム、N,N-ジメチル-N-カルボキシラトメチルメタ
ンアミニウム、α-カルボキシラト-N,N,N-トリメチルメタンアミニウム、2-オキソ-2-オ
キシラト-N,N,N-トリメチルエタンアミニウム、N,N,N-トリメチル-2-オキシラト-2-オキ
ソエタンアミニウム、(トリメチルアミニオ)酢酸アニオン、(トリメチルアミニオ)アセタ
ート、カルボキシラトメチルトリメチルアンモニウム、(2-オキソ-2-オキシラトエチル)
トリメチルアミニウムから選択された少なくとも一つである部材の接合方法である。
【００１３】
　請求項４に記載の発明は、請求項１に記載の接合方法において、紫外線の波長が２００
ｎｍ以下である部材の接合方法である。
【００１４】
　請求項５に記載の発明は、請求項１に記載の接合方法において、加熱温度が５０～１５
０℃である部材の接合方法である。
【００１５】
　請求項６に記載の発明は、請求項１に記載の接合方法において、加圧力が１～１０ＭＰ
ａである部材の接合方法である。
【発明の効果】
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【００１７】
　本発明の接合方法によれば、第１の部材と第２の部材の接合面の少なくとも一方の表面
が紫外線またはプラズマにより活性化されるので、続いて配置されるベタイン構造単分子
と部材との間に直接化学的な構造が形成される。これにより、両部材はベタイン構造単分
子を介して結合が形成される。このため、両部材間に接着剤層を介さずに両部材を接合す
ることができ、接着剤層によって光学的特性が損なわれることが抑制される。また、加熱
および加圧工程を真空下で行った場合は、接合面に気泡が入ることが抑制される。さらに
、加熱および加圧工程を同時に行うので、部材同士の位置がずれることが抑制される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】接合する部材の表面処理工程および状態変化を示す模式図である。
【図２】両部材間にベタイン構造単分子を配置した状態を示す模式図である。
【図３】部材を接合する工程を示す模式図である。
【図４】各種の接合状態を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明は、樹脂、ガラスまたは水晶からなる第１の部材および第２の部材を接合する方
法であって、これら部材の少なくとも一方の接合面に、紫外線またはプラズマを照射し、
表面改質を行い、光照射後、その一方の面に、ベタイン構造単分子を塗布によって配置し
、両部材の接合面同士を接触させ、その接触面の加熱および加圧を行い、光学素子を作製
することを特徴としているが、以下、本発明を実施するにあたり、その具体的な態様を図
面を参照しながら詳細に説明する。
【００２０】
（接合する第１の部材および第２の部材、接合されてなる光学素子）
　第１の部材および第２の部材としては、例えば、水晶と水晶、ガラスとガラス、樹脂と
樹脂のように同種を接合するのでもよく、また、水晶、ガラスおよび樹脂から異種の物を
選んで接合するのでもよい。このような第１の部材および第２の部材から構成される光学
素子としては、具体的には、レンズ、プリズム、ＤＶＤやブルーレーザの読取装置に用い
られる波長板、偏光板、液晶パネル、液晶パネル用のバックライト、プロジェクタの光学
系、携帯電話の液晶パネル、有機ＥＬパネル、太陽電池パネル、自動車の燃料電池の成形
用金型の離型剤貼り付け、レンズ成型用型の離型剤貼り付け、等幅広く応用される。図４
（ａ）は、光学素子がフィルム１とガラス２、（ｂ）は、フィルム１ａとフィルム１ｂ、
（ｃ）は、ガラス２ａとガラス２ｂ同士を接合する場合の模式図をそれぞれ示す。
【００２１】
　図１に、フィルム１とガラス２の接合による光学素子の作製を説明する。まず、光学素
子となるフィルム１とガラス２を用意する。フィルム１の材料としては、ポリカーボネイ
ト（ＰＣ）、シクロオレフィン系ポリマー（ＣＯＰ）、ポリスチレン、ポリエステル、ポ
リメタクリル酸メチル樹脂（ＰＭＭＡ）、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、トリアセチ
ルセルロース（ＴＡＣ）、セルロースアセテートの共重合体、ポリカーボネイト（ＰＣ）
とポリスチレン（ＰＳ）の共重合体、ポリメタクリル酸メチル樹脂（ＰＭＭＡ）とポリス
チレン（ＰＳ）の共重合体などがある。ＣＯＰは具体的には三井化学製のアペル（登録商
標）、日本ゼオン製のゼオノア（登録商標）、ＪＳＲ製のアートンがある。これらのうち
、同一材料あるいは異種材料からなるフィルム１と、ガラス２を接合することによって、
光学素子を作製する。本発明の実施例の場合、例えばポリカーボネイト（ＰＣ）からなる
フィルム１とガラス２を接合する。
【００２２】
　ガラス２としては、鏡面研磨あるいは光学研磨された平面度が高い基材を使用する。
【００２３】
（親水化処理（表面改質）工程）
　本発明の好ましい１つの実施形態においては、上記のような光学素子を作製するために



(5) JP 6770816 B2 2020.10.21

10

20

30

40

50

選択されたガラス、樹脂、水晶のいずれかで形成された第１の部材および第２の部材のう
ち少なくとも一方の部材の表面に水酸基が存在するように、親水化処理（表面改質）を施
す。なお、表面改質させる面は、平面度が高い部材が望ましい。
【００２４】
　まず、本発明の実施例の場合、図１に示すように、ポリカーボネイトからなるフィルム
１の表面を親水化するような表面改質処理を行う。好ましい方法としては、表面に紫外線
を照射する。紫外線は、エキシマレーザや、プラズマなどである。
【００２５】
　特に好ましい紫外線の照射条件を述べると、光源としては、２００ｎｍ以下の波長域の
光を用い、１７２ｎｍの輝線を持つエキシマレーザ又はエキシマランプが好ましいが、低
圧水銀ランプ、キセノンランプ、重水素ランプを用いることができる。また、２００ｎｍ
以下の光であればよいので、数ｎｍから数十ｎｍ程度の電子線を照射する方法であっても
よい。例えば、５ｎｍから９０ｎｍ程度の電子線であってもよい。照度は、好ましくは１
０ｍＷ／ｃｍ２で、少なくとも１０秒、最も望ましくは３０秒程度照射する。
【００２６】
　また、部材表面にプラズマを照射した場合にも同様の表面改質を行うことができ、例え
ば大気圧プラズマ発生装置により発生したプラズマを照射した場合にも表面の親水化処理
（表面改質）が可能である。
【００２７】
　以上のような紫外線照射あるいはプラズマ照射により、空気中の酸素及び照射により酸
素から発生したオゾンが紫外線あるいはプラズマと作用して活性酸素が発生する。この活
性酸素が、フィルム１の表面を改質する。その結果、フィルム１は、図1のように水酸基
を有するようになり接合に適した表面状態になる。
【００２８】
　なお、図１に示すように、フィルム１と同様に、ガラス２表面にも紫外線あるいはプラ
ズマを照射し、表面改質を行ってもよいし、フィルム１またはガラス２の接合する面のい
ずれか一方だけに照射してもよい。さらに、図４に示すように、フィルム１同士、ガラス
２同士を接合する場合も同様である。
【００２９】
（ベタイン構造単分子の配置）
　次に、第１の部材および第２の部材の接合面の少なくとも一方の面を表面改質した後、
両部材間にベタイン構造単分子を配置する。ベタイン構造単分子とは、正電荷と負電荷を
同一分子内の隣り合わない位置に持ち、正電荷をもつ原子には解離しうる水素原子が結合
しておらず（四級アンモニウム、スルホニウム、ホスホニウムなどのカチオン構造をとる
）、分子全体としては電荷をもたない化合物（分子内塩）の総称であり、自然界では植物
や海産物などに広く存在する物質で、食品添加物や化粧品の保湿剤として使用されている
。慣用名ではこれらをベタインと総称していて、代表的な化合物としては、Ｃ５Ｈ１１Ｎ
Ｏ２の化学式で表されるトリメチルグリシン、グリシンベタインが知られている。その構
造式は下記のとおりである。
【００３０】
【化１】

【００３１】
　その他、本発明のベタイン構造単分子として用いられるものには、慣用名では、グリコ
コールベタイン、α-アールレイン、ロラミンAMB-１３、ルブリンC、アブロミン、グリシ
ルベタイン、トリメチルグリココール、オキシニューリン、オキシノイリン、グリシンベ
タイン、リシン、トリメチルグリシン等が挙げられる。
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【００３２】
　また、体系名では、2-(トリメチルアミニオ)酢酸アニオン、N,N-ジメチル-N-(カルボキ
シラトメチル)メタンアミニウム、トリメチルアミニオアセタート、N,N,N-トリメチルア
ミニオアセタート、カルボキシラトメチルトリメチルアミニウム、カルボキシラト-N,N,N
-トリメチルメタンアミニウム、N,N,N-トリメチルカルボキシラトメタンアミニウム、(カ
ルボキシラトメチル)トリメチルアミニウム、N,N-ジメチル-N-カルボキシラトメチルメタ
ンアミニウム、α-カルボキシラト-N,N,N-トリメチルメタンアミニウム、2-オキソ-2-オ
キシラト-N,N,N-トリメチルエタンアミニウム、N,N,N-トリメチル-2-オキシラト-2-オキ
ソエタンアミニウム、(トリメチルアミニオ)酢酸アニオン、(トリメチルアミニオ)アセタ
ート、カルボキシラトメチルトリメチルアンモニウム、(2-オキソ-2-オキシラトエチル)
トリメチルアミニウム等が挙げられる。
【００３３】
　ベタイン構造単分子を両部材間に配置する方法としては、ベタインの溶液を調製し、こ
れを湿式にて公知の塗布方法によって配置することが挙げられる。具体的には、ベタイン
構造単分子の一種であるトリメチルグリシンを溶解させた液を準備し、ディップコート法
、溶液コート法（浸漬法）、スピンコート法、バーコート法などの湿式（溶液コート方法
）、はけ塗り法等により塗布する。その後、溶媒を除去することにより、ベタインは、両
部材間に単分子膜を形成する。
【００３４】
　本発明の実施例では、ベタイン構造単分子として具体的には、大阪有機化学工業製の超
親水性コーティング剤やニットーボーメディカル製の親水性コーティング剤である、トリ
メチルグリシン等を用いた。図では、トリメチルグリシンを用いた例を図示しているが、
本発明はこの例のみに限定されない。
【００３５】
　図２（ａ）に示すようにガラス２にトリメチルグリシンを配置し、フィルム１を接触さ
せると、図２（ｂ）に示すようにトリメチルグリシンの酸素基とガラスの水酸基が、また
、アンモニウム窒素とフィルムの水酸基が、水素結合により結合されて、両部材が接合さ
れる。あるいは、後述する接合条件（温度、圧力）によっては、図２（ｃ）に示すように
トリメチルグリシンとフィルムまたはガラスの表面の水酸基とが反応し、酸素を介した共
有結合により接合される。
【００３６】
（加熱・加圧工程）
　その後、表面が改質され、ベタイン構造単分子が配置された、ガラス、樹脂、水晶のい
ずれかで形成された２つの部材の表面同士を密着させた後に、図３に示すように、これを
平面板からなる加圧部材４、５間に配置する。加圧部材としては、面精度が高い金属平面
板あるいは面精度が高く弾性を有する部材を選択することができる。
【００３７】
　表面処理を行った面同士を接触させ、大気圧下にて加圧部材間に配置し、加熱及び加圧
処理を行う。このとき、加熱温度は５０℃から１５０℃程度の範囲が有効で、最も望まし
い温度は８０℃程度である。加圧力は１～１０ＭＰａの範囲が有効で、最も望ましい加圧
力は約２ＭＰａである。加熱及び加圧処理する処理時間は３０秒～３００秒の範囲が有効
で、最も望ましい処理時間は１００秒程度である。
【００３８】
　この加熱および加圧処理によって、図４（ａ）～（ｃ）に示すように、２つの部材の表
面は、（ａ）ベタイン構造単分子と部材表面の水酸基が水素結合を形成して接合される、
（ｂ）ベタイン構造単分子と部材表面の水酸基が反応して酸素を介した共有結合を形成し
て接合される、または、（ｃ）共有結合および水素結合が混在した状態で接合される。つ
まり、２つの部材の表面は、接着剤による接着層あるいは接着膜なしで直接的に接合され
るのである。
【００３９】
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　本発明においては、上記の加熱および加圧工程は、真空下で行うことを好ましい態様と
している。その場合は、表面が改質されベタイン構造単分子が配置された、ガラス、樹脂
、水晶のいずれかで形成された２つの部材の表面同士を密着させた後に、真空下にて平面
板からなる加圧部材４、５間に配置する。真空下での好ましい加熱条件および温度条件、
処理時間は、常圧下での同工程の場合と同様である。
【００４０】
（その他）
　本発明の方法は、ポリカーボネイトのフィルムとガラスだけではなく、フィルム同士、
ガラス同士、あるいは異なる種類のフィルムとの接合にも採用することが可能である。
接合する部材の組み合わせの他の好適例としては、次のものがある。
（ａ）樹脂フィルムとガラス基板の接合
（ｂ）樹脂フィルムと水晶基板の接合
　樹脂フィルムとガラス基板の接合は、フィルムの光学素子の板厚を調整する場合に適用
される。例えば、フィルム単体では０．０５ｍｍ程度であるが、０．５ｍｍのガラス基板
を接合すれば０．５５ｍｍとなり、剛性も得られる。光学素子は、位相差板や偏光板であ
る。また液晶パネルや、パネルとブラックライトの接合部材、プロジェクタの光学系、携
帯電話の液晶パネル、有機ＥＬパネル、太陽電池パネル等に用いられる。
【００４１】
　また、接合するガラス基板が回折格子である場合、位相差フィルムと接合することによ
り偏光機能と回折機能を併せ持つ複合光学素子の作製が可能となる。
【００４２】
　樹脂の位相差フィルムと水晶基板の接合は、水晶基板が位相差板であれば、樹脂の位相
差フィルムの接合と同様に積層による位相差板の広帯域化が可能となる。
【００４３】
　水晶基板同士の接合の場合、ＢＤ波長のレーザ光への耐光性が高い位相差板の作製が可
能となる。
【００４４】
　つまり、樹脂の位相差フィルムを用いた位相差板や水晶の位相差板を接着剤や粘着材で
貼り合せた位相差板のように、有機材料を部材に用いた位相差板は、ＢＤ波長のレーザ光
の照射により有機材料部分の劣化が生じる懸念があるが、本発明の製造方法によれば、Ｂ
Ｄ波長のレーザ光の照射による劣化の懸念がない水晶位相差板の作製が可能となる。
【００４５】
（本発明の効果）
　本発明は、２つの部材を、接着剤、接合膜等を用いることなく、透過率、耐湿性を維持
したまま接合することが可能となる光学素子の製造方法及びその方法を用いて製造した光
学素子を提供することができる。マクロの厚さを有する接着剤層を用いた従来技術と比較
して、ベタインは単分子で配置されるため、光学的特性に悪影響を及ぼすことはほぼなく
、第１の部材と第２の部材の接合部は、外観上、接着剤や粘着材を用いた場合に見られる
接着層がなく、歪みなどが生じていないという特徴がある。
【００４６】
　また、トリメチルグリシン等のベタイン構造単分子を介在させた場合、樹脂同士、ガラ
ス同士、樹脂とガラスの接合以外に、ガラスと金属、フィルムと金属、金属同時、等のい
かなる物質でも接合することができる。
【００４７】
　これによって、従来接着剤でフィルムを貼り付けた光学素子を紫外域で用いた場合は接
着剤が化学変化を起こしてしまうが、ベタイン構造単分子を用いた場合、紫外線に対して
も変化することなく、支障なく作業することができる。また、液晶パネル等に用いた場合
でもあっても、バックライトで表示される画像、文字等が歪むことなく鮮明に表示するこ
とができる。有機ＥＬパネルにおいても、同様で、画像、文字等が歪むことなく鮮明に表
示することができる。特に３次元画像の表示においても、奥行きを鮮明に表示することが
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できるので、全く違和感なく自然に目にする物体と全く同じ物体が画面に表示されること
となる。
【００４８】
　さらに、加熱および加圧を真空下で行う態様においては、部材間に含まれる気泡の混入
が大気圧下で行う場合よりも低減でき、密着力は数倍向上し、部材同士の高精度な位置合
わせを行うことができる。
【符号の説明】
【００４９】
１：フィルム
２：ガラス
３：接合体（光学素子）
４、５：加圧部材（平面板）

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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